
（平成２３年２月２３日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 5 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 3 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 15 件

国民年金関係 4 件

厚生年金関係 11 件

年金記録確認三重地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

三重国民年金 事案 988 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 52年７月から同年 12月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年７月から同年 12月まで 

    申立期間の国民年金保険料は、その当時には納付しておらず、時期ははっ

きりとしないが、結婚後にまとめて納付したことを覚えているので、調査し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は６か月と短期間である上、申立人は、申立期間を除く国民年金加

入期間について国民年金保険料を全て納付している。 

   また、申立人は、申立期間の国民年金保険料について、申立期間当時には納

付しておらず、婚姻後まとめて納付したとしているところ、申立人の国民年

金手帳記号番号は昭和 53 年１月 30 日に払い出されており、その時点で、申

立期間の保険料は遡及納付することとなる上、戸籍謄本から申立人が同年３

月＊日に婚姻していることが確認できることから、婚姻後にまとめて納付し

たとする申立人の説明に不自然な点は見受けられない。 

さらに、申立人は、上記国民年金手帳記号番号が払い出された昭和 53 年１

月以降、61 年４月に第３号被保険者資格を取得するまで保険料を全て現年度

納付しており、こうした納付状況や、申立期間が短期間であることなどを踏ま

えると、あえて申立期間について保険料を納付しなかったとは考え難い。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



                      

  

三重国民年金 事案 989 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 51年８月から同年 11月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年７月から同年 11月まで 

申立期間は、結婚準備のためＡ村の実家に帰省していた時期であるが、母

親が、将来困らないようにと私の国民年金保険料を納付してくれていた。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は５か月と短期間である上、申立期間の国民年金保険料を納付して

いたとする申立人の母親は、申立期間を含め、国民年金加入期間について保険

料を全て納付していることから、申立人の母親の納付意識は高かったものと考

えられる。 

また、申立人は、「昭和 51年７月に結婚準備のため退職し、同月中には実家

に戻り、間もなく母親が国民年金加入手続に出向いた。」と供述しているとこ

ろ、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号の前後の被保険者の資格

取得日等から判断して、昭和 51 年７月から同年８月にかけて、Ａ村を管轄す

る社会保険事務所（当時）において払い出されたものとみられることから、申

立人の国民年金加入手続は、その頃、同村において行われたものと考えられ、

申立人の供述と符合している上、オンライン記録等から、申立人が、当初、国

民年金被保険者資格を同年７月 28 日に取得していることが確認できる（平成

18年７月に、資格取得年月日を昭和 51年８月１日に訂正済み）。 

このため、申立期間の国民年金保険料は現年度納付により納付することとな

るところ、申立期間が短期間であることや、申立人の母親の当該期間に係る保

険料が納付済みであることなどを勘案すると、申立期間について、加入手続を

行ったにもかかわらず、あえて保険料を納付しなかったとは考え難い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付したものと認められる。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和 51 年７月については、申立人は厚生

年金保険被保険者であることから、国民年金の被保険者になり得ず、当該期間

の記録訂正を行うことはできない。 



                      

 

  

三重厚生年金 事案 1468 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、Ａ社Ｂ工場における申立人の被保険者記録

のうち、資格喪失日（昭和 20 年９月 29 日）及び資格取得日（同年 12 月１

日）に係る記録を取り消し、申立期間の標準報酬月額を 90 円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 20年９月 29日から同年 12月１日まで 

私は、昭和 14 年にＡ社Ｂ工場に入社し、定年退職するまで継続して勤務

していた。 

しかし、昭和 18 年５月１日から 20 年 12 月１日までの記録が確認できな

いため、年金事務所に照会したところ、同年９月 29 日までの記録が見付か

り訂正されたが、申立期間の記録が無いので、当該期間について厚生年金

保険被保険者期間であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、Ａ社Ｂ工場において昭和 17 年６月１日に厚生年

金保険被保険者資格を取得し、20 年９月 29 日に同資格を喪失後、同年 12 月

１日に同社において再度資格を取得しており、申立期間の被保険者記録が無

い。 

しかし、申立人が所持するＡ社の退職金計算書によると、申立人の入社年

月日は昭和 14 年４月１日、退職年月日は 59年 12 月 20 日、勤続年数は 45 年

９か月と記載されており、申立人の同社における勤務期間は入社から退職ま

で継続していること、同じ部署に在籍していた同僚の供述があること、及び

申立人の申立期間当時の業務内容に関する説明には具体性があることから、

申立人が申立期間に同社Ｂ工場に勤務していたことが認められる。 



                      

 

  

また、Ａ社Ｂ工場において申立人と同様の業務に従事していた申立人の当

時の上司及び複数の同僚については、申立期間に係る厚生年金保険の記録が

継続していることが確認できる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ工場における

昭和 20 年８月の社会保険事務所（当時）の記録から、90 円とすることが妥

当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主から申立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出されていないに

もかかわらず、社会保険事務所がこれを記録することは考え難いことから、

事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び取得の届出を行って

おり、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 20 年９月から同年

11 月までの保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納

入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又

は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。



                      

 

  

三重厚生年金 事案 1469 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、当該期間のうち、平成

14年８月を 11 万 8,000円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正

前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行

したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10年８月 21日から 15 年５月 31日まで 

Ａ社における標準報酬月額が間違っている。給与支払明細書及び通帳の

写しを提出するので、申立期間の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、平成 14 年８月については、申立人から提出された給与支

給明細書から、申立人が主張するとおり、厚生年金保険料控除額に見合う標

準報酬月額はオンライン記録の標準報酬月額よりも高額であることが確認で

きる。 

しかしながら、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関す

る法律（以下「特例法」という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定

し、記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉徴収していたと

認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額

の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認

定することとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、給与支払明細書において

確認できる厚生年金保険料控除額から、申立期間のうち、平成 14 年８月を

11万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 



                      

 

  

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対

して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見

当たらないことから、行ったとは認められない。 

一方、申立期間のうち、平成 10 年８月から 14 年７月まで及び同年９月か

ら 15 年４月までにおける標準報酬月額については、給与支給明細書から認め

られる厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額又は総支給額に見合う標

準報酬月額がオンライン記録の標準報酬月額より低額又は一致していること

から、特例法による保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 



                      

 

  

三重厚生年金 事案 1470 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金

保険料を事業主により、賞与から控除されていたことが認められることから、

申立人のＡ社における標準賞与額を平成 16 年７月 15 日は 18 万円、同年 12

月 17日は 20万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 51年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 16年７月 15日 

             ② 平成 16年 12月 17日 

申立期間について、支給された賞与から厚生年金保険料が控除されてい

るが、事業所が当該賞与に係る届出を行っていなかったため、厚生年金保

険の記録に反映されていない。 

申立期間について、標準賞与額に係る厚生年金保険の記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された賞与明細書により、申立人は、平成 16 年７月 15 日

及び同年 12 月 17 日に、Ａ社から賞与の支払いを受け、当該賞与に係る厚生

年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

したがって、申立期間の標準賞与額については、賞与明細書における厚生

年金保険料控除額から、申立期間①は 18 万円、申立期間②は 20 万円とする

ことが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は資料が無く不明としているが、申立期間①及び②当時にＡ社おいて厚

生年金保険の被保険者であった 28 人全員の標準賞与額が記録されていないこ

とから、事業主は、申立期間①及び②に係る賞与支払届を提出しておらず、

社会保険事務所（当時）は、申立人に係る標準賞与額に基づく厚生年金保険

料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間①及び②に係る

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

三重国民年金 事案 990 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 59 年 11 月から 60 年７月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年 11月から 60年７月まで 

    父親が私の代わりに国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料も納付し

てくれていた。申立期間の納付記録が無いことは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、申立人の父親が国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無い上、申立人自身は国民年金の加入

手続及び保険料納付に直接関与しておらず、それらを行ったとする申立人の父

親は高齢等のため聴取に応ずることができないことから、国民年金の加入手続

及び保険料納付の状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 63 年５月に払い出されたも

のであることから、申立人の国民年金加入手続はその頃行われたものと考えら

れる上、当該記号番号に係るＡ市の国民年金被保険者名簿及び申立人が所持し

ている年金手帳共に、国民年金被保険者資格取得年月日として同年１月１日と

記載されており、申立期間は国民年金の未加入期間となっているほか、申立人

の名前の読み方を幾通りか変えるなどして調査しても、申立期間について、別

の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない。 

さらに、申立人は、「母親の年金記録について、Ａ市では加入記録が無いと

言われたにもかかわらず、加入していたことを裏付ける国民年金手帳が見付か

ったということがあったので、私自身の年金記録についても同様のことが考え

られるのではないか。」ともしているが、申立人から提出された申立人の母親

の国民年金手帳に記載されている被保険者資格の取得及び喪失年月日は、同市

の申立人の母親の国民年金被保険者名簿に記載されている被保険者資格の取

得及び喪失年月日と一致しており、同市において申立人の母親の国民年金加入



                      

  

記録が訂正された形跡は見当たらない上、これらの日付は、オンライン記録と

も一致している。 

加えて、申立期間について、国民年金保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。



                      

  

三重国民年金 事案 991（事案 804の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 56年６月から 61年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年６月から 61年３月まで 

        亡くなった養父から、間を空けることなく国民年金保険料を納付するよう

勧められていたので、必ず納付している。現在のオレンジ色の年金手帳を所

持する前に、別の青色の年金手帳を持っていた記憶が有る。申立期間につい

て、再調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間（当初の申立期間は、昭和 56年５月から 61年３月まで）に係る申

立てについては、申立人に聴取しても、申立期間に係る国民年金保険料の納付

方法等について具体的な記憶が無い上、申立人に国民年金の加入を勧めたとす

るその養父も他界しており、納付状況が不明であること、申立人の国民年金手

帳記号番号は昭和 61年４月 24日に払い出されており、申立期間については国

民年金の任意加入対象期間なることから、加入手続を行った時点から遡及して

国民年金に加入することはできないこと等を理由として、既に当委員会の決定

に基づく平成 22 年２月４日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行

われている。 

申立人は、申立期間について国民年金保険料を納付していたことは間違いな

いため、再調査してほしいと主張しているが、これは委員会の当初の決定を変

更すべき新たな事情とは認められない上、申立期間当時、既に年金手帳は国民

年金と厚生年金保険共通のオレンジ色のものが交付されていた時期であるこ

とから、申立人が申立期間当時青色の年金手帳を所持していたことも考え難く、

そのほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこと

から、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。



                      

  

三重国民年金 事案 992 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 51年３月から 52年４月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年３月から 52年４月まで 

申立期間の国民年金保険料は、父親から、Ａ組合に組合費と一緒に納付し

ていたと聞いた。両親は国民年金に加入しており、私も組合の勧めで加入し

たと思う。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、申立人の父親が国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無い上、申立人自身は国民年金の加入

手続及び保険料納付に直接関与しておらず、それらを行っていたとする申立人

の父親に聴取しても、申立期間に係る加入手続及び保険料納付等についての具

体的な記憶も無く、納付状況等が不明である。 

また、申立人の名前の読み方を幾通りか変えるなどして調査しても、申立期

間について、申立人に国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらず、

申立期間は国民年金の未加入期間となっている。 

さらに、申立期間について、国民年金保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。



                      

  

三重国民年金 事案 993 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 50年 11月から 53年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名  ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年 11月から 53年３月まで 

    20歳の誕生日の時期と前後して、国民年金の加入案内が送付されてきた。

当時は大学生であったが、両親から、「加入して、国民年金保険料も払って

おいた。」と聞いていた。私の弟についても、当初、専門学校生の時期の国

民年金加入記録が漏れていたが、その後見付かっているので、私の年金記録

についても調査してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、申立人の両親が国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無い。 

また、申立期間当時、申立人は大学生であるため、国民年金に加入するため

には任意加入手続を行わなければならないが、申立人自身は国民年金の加入手

続及び国民年金保険料納付に直接関与しておらず、それらを行ったとする申立

人の両親も他界しているため、国民年金の加入手続及び保険料納付の状況が不

明である。 

さらに、申立人は、「私同様、両親が代わりに国民年金保険料を納付してい

た弟の専門学校生時代の国民年金加入記録も、当初、漏れていたので、私につ

いても同じように加入記録が漏れているのではないか。」としており、オンラ

イン記録によると、平成 20年７月 24日に申立人の弟の国民年金手帳記号番号

（昭和56年４月から57年２月までの期間に係る国民年金加入記録が管理され

ている。）が基礎年金番号に統合されていることが確認できるが、専門学校生

については昭和 61 年３月までは国民年金には強制加入であったことから、申

立人の弟の国民年金加入記録が、必ずしも申立期間の保険料納付を裏付けるも

のであるとは言い難い上、申立人の名前の読み方を幾通りか変えるなどして調



                      

  

査しても、申立期間について、申立人に国民年金手帳記号番号が払い出された

形跡は見当たらない。 

加えて、申立期間について、国民年金保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



                      

 

  

三重厚生年金 事案 1471 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成元年５月から 20 年３月までの期間につい

て、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 

また、申立期間のうち、平成 20 年４月から 21 年３月までの期間について、

厚生年金保険被保険者として記録を訂正する必要は認められない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年５月から 21年３月まで 

私は、平成元年５月にＡ県Ｂ市においてＣ社を設立し、12 年 10 月に会

社をＤ県Ｅ市に移転し、21 年まで代表取締役として従事していた。申立期

間について、厚生年金保険被保険者と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成元年５月から 21 年３月までの期間に係る年金記録の確認

を求めているが、あっせんの根拠となる法律の適用については、厚生年金保

険の保険料徴収権が時効により消滅した期間のうち申立日において保険料徴

収権が時効により消滅していた期間については、厚生年金保険の保険給付及

び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「厚生年金特例法」という。）

を、その他の期間については、厚生年金保険法を適用する、という厚生労働

省の見解が示されたことを踏まえて、当委員会では、上記各期間において、

その期間に適用される法律に基づき記録訂正が認められるかを判断すること

としている。 
申立期間のうち、平成元年５月から 20 年３月までの期間については、本

件申立日において保険料徴収権が時効により消滅していた期間であるから厚

生年金特例法を、同年４月から 21 年３月までの期間については、本件申立

日において保険料徴収権が時効により消滅していない期間であるから、厚生

年金保険法を適用する。 

申立期間のうち、平成元年５月から 20 年３月までの期間について、Ｃ社の

商業登記簿謄本によると、申立人は昭和 63 年５月６日会社設立時から同社の

代表取締役であることが確認できる。 



                      

 

  

しかしながら、オンライン記録によるとＣ社は厚生年金保険の適用事業所

として見当たらない。 

また、商業登記簿謄本に記載されている役員に照会したところ「時期は記

憶していないが、私は非常勤の役員だった。Ｃ社は社会保険には加入してい

ないと思う。」と回答しており、申立人の勤務実態、厚生年金保険の適用及

び厚生年金保険料の控除の状況について、関連資料や供述を得ることはでき

なかった。 

一方、雇用保険の加入記録によると、申立人はＦ社において平成４年７月

１日に資格取得し、15 年３月 31 日に離職していることから、申立人が当該

期間に同社で勤務していたことが推認できる。同社について商業登記簿謄本

により判明した代表取締役に照会したところ、「申立人は勤務していたが、

会社が厚生年金保険に加入していなかった。」と回答している上、オンライ

ン記録によると同社は厚生年金保険の適用事業所として見当たらない。 

また、申立人は平成６年４月 18 日から 11 年 10 月 14 日までの期間におい

てＡ県Ｂ市で、11 年 10 月７日から 20 年２月 19 日までの期間においてＤ県

Ｅ市で国民健康保険に加入していることが確認できる。 

さらに、申立人は申立期間の一部の期間は国民年金保険料の申請免除期間

となっている。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

申立期間のうち、平成 20 年４月から 21 年３月までの期間について、オン

ライン記録によると、Ｃ社は、厚生年金保険の適用事業所とはなっていない。 

このため、当該期間における申立人の厚生年金保険被保険者記録の訂正を

行う場合には、Ｃ社が適用事業所としての要件を備えていること、及び申立

人が被保険者資格を有する要件を備えていることを確認する必要があるとこ

ろ、同社の事業実態、申立人の勤務実態及び役員報酬額等を具体的に確認で

きる書類は保管されておらず、申立人は、現在病気療養中であり当時の記憶

が曖昧である旨の供述をしている。 

また、Ｃ社の商業登記簿謄本に取締役として記載されている申立人の妻は、

「私の仕事は雑用で、事務的な仕事は全て申立人が行っていた。社員は二人

いて、忙しい時はアルバイト、パートを雇用していた。」旨の供述をしてい

るところ、同社の役員であったほかの二人の供述からも同社の事業実態及び

申立人を含む同社に勤務する者に係る勤務実態等について、具体的な供述は

得られず、これらを確認できる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

したがって、申立期間のうち平成 20 年４月から 21 年３月までの期間につ

いて、厚生年金保険被保険者として記録を訂正する必要は認められない。



                      

 

  

三重厚生年金 事案 1472 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年４月８日から 42年８月 30日まで 

Ａ社において、申立期間に係る脱退手当金を受給した記憶が無いのに支

給済みとなっているのは納得できない。申立期間について、厚生年金保険

被保険者期間であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社における申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当

金の支給を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退

手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保

険者資格喪失日から約３か月後の昭和 42 年 11 月 28 日に支給決定されている

など、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び原票において、脱退

手当金の受給資格がある女性被保険者を調査したところ、申立人を含む 28 人

中 16 人に脱退手当金の支給記録が確認でき、そのうち２人を除く 14 人が資

格喪失日から６か月以内に支給されている。 

さらに、Ａ社の当時の役員に照会したところ、「口頭で脱退手当金の説明

を行い、代理請求して本人に直接受領できるようにしていた。」との回答が

あり、申立人についても事業主による代理請求がなされた可能性が高いと考

えられる。 

加えて、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

三重厚生年金 事案 1473 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 43年８月頃から同年 12月頃まで 

             ② 昭和 43年 12月頃から 44年２月１日まで 

             ③ 昭和 45年５月頃から 46年１月１日まで 

申立期間①は、Ａ事業所で、申立期間②は、Ｂ事業所Ｃ課で、それぞれ

アルバイトとして勤務していた。申立期間③は、Ｄ社で勤務していたので、

申立期間について、厚生年金保険被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ａ事業所に照会したところ、「申立人が昭和 43 年９

月２日から同年 11 月 30 日まで勤務していたことは確認できるが、労働条件

等は不明であり、厚生年金保険に加入していたかどうかは不明である。」と

回答していることから、申立人が当該期間のうち昭和 48 年９月２日から同年

11 月 30 日まで同事業所で勤務していたことは確認できるものの、厚生年金

保険の適用及び厚生年金保険料の控除の状況について確認できる関連資料や

供述を得ることはできなかった。 

また、オンライン記録によると、申立人が勤務していたＡ事業所は厚生年

金保険の適用事業所として確認できない。 

さらに、申立人はＡ事業所における同僚の名字しか記憶しておらず、申立

てに係る事実を確認できる供述等を得ることはできなかった。 

申立期間②について、申立人の雇用保険の加入記録から、申立人が当該期

間にＥ事業所で勤務していたことが確認できる。 

しかし、Ｅ事業所は、オンライン記録によると厚生年金保険の適用事業所

となったのは昭和 44 年５月 15 日であり、申立期間②について、同事業所は

厚生年金保険の適用事業所でなかったことが確認できる。 



                      

  

一方、申立人は、勤務していたのはＢ事業所Ｃ課であったと供述している

ことから、Ｂ事業所に照会したところ、「申立期間当時の資料は無く、申立

人が当事業所で勤務していたかについても確認できる資料は無い。」との回

答があり、申立てに係る事実を確認できる関連資料や供述を得ることはでき

なかった。 

また、オンライン記録によると、Ｂ事業所は厚生年金保険の適用事業所と

して確認できない。 

申立期間③について、申立人の雇用保険の加入記録から、申立人が申立期

間のうち、昭和 45 年６月１日から同年 12 月 31 日までＤ社で勤務していたこ

とが確認できる。 

しかし、Ｄ社は、オンライン記録によると厚生年金保険の適用事業所とな

ったのは昭和 48 年３月１日であり、申立期間③については、同事業所は厚生

年金保険の適用事業所でなかったことが確認できる。 

また、申立人の申立期間③に係る勤務実態、厚生年金保険の適用及び厚生

年金保険料の控除の状況についてＤ社に照会したところ、「申立期間の資料

は水害で流出しており、申立人に係る厚生年金保険の届出及び保険料の納付

については不明である。」との回答があり、これらを確認できる関連資料や

供述を得ることはできなかった。 

さらに、Ｄ社において、新規適用日である昭和 48 年３月１日に厚生年金保

険の資格を取得している複数の同僚は、「Ｄ社は、当初、厚生年金保険の適

用事業所ではなく、昭和 48 年に適用事業所となるまで給与から厚生年金保険

料が控除されていなかった。」と供述している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



                      

  

三重厚生年金 事案 1474 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 27年 10月５日から 29年５月１日まで 

             ② 昭和 29年５月１日から同年 10月１日まで 

    私は、昭和 27 年 10 月にＡ社に入社以来、35 年３月に退職するまで、一

貫して給料は１万 8,000 円であった。しかし、「ねんきん定期便」に記載

された記録では、申立期間①の標準報酬月額は１万円、申立期間②の標準

報酬月額は１万 6,000円になっているので、記録を訂正してほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間①及び②当時、支給されていた報酬月額と年金事務所

に記録されている標準報酬月額が相違していると主張しているが、給与支給

明細書等の関連資料が無い上、Ａ社について法務局に照会したところ、「当

該事業所は、昭和 53 年４月３日に清算結了と記録されており、保存期間 20

年を経過しているため、登記用紙は既に廃棄されていることから確認できな

い。」との回答があり、当時の役員の所在が判明しないため、申立人の報酬

月額及び厚生年金保険料の控除額について確認することができない。 

また、申立期間①について、Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

よると、申立人の厚生年金保険料の標準報酬等級は、当該期間のうち、昭和

27 年 10 月５日から 28 年 10 月 31 日までは第 15 級、同年 11 月１日から 29

年５月１日までは第 11 級と記載されていることが確認できるところ、厚生年

金保険料の標準報酬等級の上限は、制度上、それぞれ第 10 級、第６級となっ

ており、当該等級に見合う標準報酬月額はいずれも 8,000 円（申立期間①当

時の標準報酬月額が１万円未満の場合は、１万円。）であり、オンライン記

録と一致している。 

申立期間②について、Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申



                      

  

立人の当該期間における標準報酬月額が事業主及び義弟と同じ１万 6,000 円

であることが確認でき、事業主が、申立人の標準報酬月額のみ、他の親族と

異なる取扱いを行ったとは考え難い。 

このほか、申立期間について、標準報酬月額に誤りがあることをうかがわ

せる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



                      

  

三重厚生年金 事案 1475 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 23年 11月 25日から 24年２月１日まで 

② 昭和 25年５月１日から 27年３月１日まで 

労働者名簿に記載されているように、Ａ事業所からＢ事業所（現在は、

Ｃ事業所）に名称は変わったものの引き続いて勤務し、厚生年金保険に加

入していたので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ事業所から提出された労働者名簿により、申立人が申立期間①及び②に

Ａ事業所及びＢ事業所に勤務していたことは確認できる。 

しかしながら、申立人の申立期間①及び②に係る厚生年金保険の適用及び

厚生年金保険料の控除の状況について、Ｃ事業所に照会したところ、不明で

あるとの回答があった上、上記労働者名簿によると、申立人は昭和 25 年４

月 20 日に臨時労務員、27 年６月 20 日に工員を命じられていることが確認で

きる。 

また、申立期間①については、Ａ事業所に在籍していた４人の同僚（申立

人が氏名を挙げた同僚も含む。）に照会したものの、申立てに係る事実を確

認できる供述を得ることはできなかった。 

申立期間②については、Ｂ事業所に在職していた同僚に照会したところ、

複数の同僚から「臨時社員で入社し、正社員となってから厚生年金保険に加

入した。」旨の回答があった。 

また、Ｃ事業所及びＤ共済組合から提出された厚生年金保険被保険者台帳

の資格取得日が昭和 27 年３月１日と記載されていることから、申立人は、

同日において新たに厚生年金保険被保険者資格を取得したと考えるのが妥当



                      

  

である。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

三重厚生年金 事案 1476 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年 10月１日から 40 年４月１日まで 

私は昭和 39 年 10 月１日に、Ａ社に入社した。ダンプカーの運転手とし

て同社Ｂ工場から同社Ｃ工場に砕石を運搬していた。同年末頃に同社Ｃ工

場に転勤になり、生コン車に乗務し勤務していたのは事実であるため、申

立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間においてＡ社に勤務していたと主張しているが、同社

における申立人の雇用保険被保険者記録は、昭和 40 年４月１日取得、44 年

９月 20日離職となっており、厚生年金保険被保険者記録と一致している。 

また、申立人は同僚の名字しか記憶していないため、本人を特定すること

ができないことから、申立期間においてＡ社の厚生年金保険被保険者であっ

た複数の同僚に照会したものの、いずれも申立人のことを記憶していない上、

上記同僚のうちの一人は「最初の３か月くらいは見習期間があった。」と供

述していることから、同社においては必ずしも入社と同時に厚生年金保険の

被保険者資格を取得させる取扱いをしていなかったことがうかがえる。 

さらに、申立人の申立期間に係る勤務実態、厚生年金保険の適用及び厚生

年金保険料の控除の状況について、Ａ社に照会したところ、「勤務期間及び

厚生年金保険の被保険者期間に関する資料は無いため不明である。」との回

答があり、これらを確認できる関連資料や供述を得ることはできなかった。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

三重厚生年金 事案 1477 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年 10月 10日から 37 年５月１日まで 

昭和 36 年 10 月にＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店から同社本部へ転勤した

際、標準報酬月額が３万 3,000 円から２万 6,000 円と減額されているため、

申立期間について、標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社Ｃ支店に係る厚生年金保険の標準報酬月額の記録が、昭和

36 年８月の随時改定において３万 3,000 円であるにもかかわらず、その後、

同社本部へ異動した同年 10 月 10 日に被保険者資格を再取得した際、２万

6,000 円に減額されており、減額されていないことを証明できる給与明細書

等は無いものの、納得できないとして申し立てている。 

しかし、申立期間当時にＡ社本部へ異動した同僚の標準報酬月額を調査し

たところ、複数の同僚が申立人と同様に、同社本部で厚生年金保険の被保険

者資格を取得した時の標準報酬月額が、異動前と比し低額になっていること

が確認できる。 

また、Ｂ社から提出された申立人に係る人事情報から、申立期間の基本給

が１万 9,350 円であったことが確認でき、申立期間に係る標準報酬月額が低

額に取り扱われていたとは言えない状況がうかがえる上、同社に照会したと

ころ「１年以上同じ支店に勤務している場合には、算定基礎届の時に時間外

手当を加味して申告するが、資格取得時では時間外手当は加味しない。」と

回答している。 

さらに、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿を確認しても、申立人の申

立期間における標準報酬月額等の記載内容に不備は無く、オンライン記録と

も一致している上、遡って標準報酬月額の訂正が行われた形跡も見当たらな



                      

  

い。 

このほか、申立期間について、標準報酬月額に誤りがあることをうかがわ

せる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

三重厚生年金 事案 1478 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40年８月１日から 43年４月１日まで 

             ② 昭和 43年４月１日から 49年７月 11日まで 

             ③ 昭和 60年６月 21日から平成３年 10月１日まで 

申立期間①において、標準報酬月額が６万円から４万 5,000 円になって

いるが、給与が下がったことはなかった。申立期間②において、昭和 49 年

にＡ社を退社した時の給与は 30 万円ぐらいだったと記憶している。申立期

間③において、給与はもっと高額だったと記憶している。 

申立期間について、標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間①から③までにおいて、Ａ社で勤務していたと主張し

ているところ、申立期間①及び③は同社での厚生年金保険被保険者、申立期

間②はＢ社での厚生年金保険被保険者であることが確認できる。 

申立期間②について、Ａ社の社会保険事務担当者であった同僚に照会した

ところ、「経緯は分からないが、私が入社した時には既に厚生年金保険はＢ

社で加入しており、報酬月額を同社に提出していた。」と供述している上、

当該同僚についても、Ｂ社において昭和 44 年６月１日に被保険者資格を取得

していることからも、申立人の当該期間の厚生年金保険被保険者記録に係る

届出はＢ社から提出されていたことが推認される。 

申立期間①及び③について、Ａ社は、平成 11 年５月 28 日に適用事業所に

該当しなくなっているため、元代表取締役に照会したところ、「平成 11 年に

倒産し、資料は残っていないため不明である。」との回答があり、申立人の

申立期間①及び③に係る厚生年金保険料の控除の状況について関連資料や供

述を得ることはできなかった。 



                      

  

また、申立期間③について、Ｃ健康保険組合が保管する申立人の組合員台

帳によると、当該期間の標準報酬月額は、オンライン記録より低額又は一致

している。 

申立期間②については、Ｂ社が保管する申立人の健康保険厚生年金保険被

保険者資格取得確認通知書及び健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失に係

る届出書から、標準報酬月額が、被保険者資格取得時においては６万円、被

保険者資格喪失時においては 11 万円であることが確認でき、これらはオンラ

イン記録と一致している。 

また、申立期間①から③までにおいてＡ社の役員となっている申立人を除

いた３人及び同僚３人について同社及びＢ社の健康保険厚生年金保険被保険

者原票を確認したところ、これらの原票に記録された標準報酬月額はオンラ

イン記録と一致しており、役員及び同僚と比較して申立人の標準報酬月額の

みが低額に記録されている形跡は見られない。 

このほか、申立期間について、標準報酬月額が誤りであることをうかがわ

せる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

三重厚生年金 事案 1479 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年 11月頃から 56年２月１日まで 

私は、申立期間において、Ａ事業所に正職員として採用されるまでフル

タイムのパートをしていた。健康保険証ももらっていたので、申立期間を

厚生年金保険被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、申立人が記憶している複数の同僚の供述から、勤務時

期は特定できないものの、申立人がＡ事業所に勤務していたことは推認でき

る。 

しかしながら、Ａ事業所は平成４年５月１日に厚生年金保険の適用事業所

となっており、申立期間については、適用事業所でないことが確認できる。 

また、上記同僚のうちの一人は、「私は即日正職員であったが、申立人は

半年間のパートという見習期間があった。パートは、共済年金には加入して

いなかった。」と供述している上、当該同僚は申立期間当時、共済組合の組

合員であったことが確認できる。 

さらに、Ａ事業所に照会したところ、「当事業所は、市立の事業所で正職

員は共済組合に加入している。厚生年金保険の適用事業所となったのは平成

４年５月からであり、申立期間は臨時職やパート勤務は保険には加入してい

なかった。」と回答があった。 

加えて、申立人のＡ事業所における雇用保険の加入記録は無い上、申立人

の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び

周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



                      

 

  

三重厚生年金 事案 1480 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 24年３月から 26年７月まで 

学校を卒業後、Ａ社（現在は、Ｂ社）に臨時工として入社し、化学品を

分離機にかけ粉末にする作業をしていた。 

申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、申立人はＡ社において臨時工として勤務していたと申

し立てているため、申立人の申立期間に係る勤務実態、厚生年金保険の適用

及び厚生年金保険料の控除の状況についてＢ社に照会したところ、「従業員

名簿に申立人の氏名は無く、臨時工については資料を管理していないため、

申立期間当時の状況は不明である。」との回答があり、これらを確認できる

関連資料や供述を得ることはできなかった。 

また、Ｃ健康保険組合に照会したところ、「昭和 24 年の組合規約には、職

種による社会保険の適用要件の記載が無いため、申立人の当組合への加入状

況を確認することは不可能である。」との回答があった。 

さらに、申立人が記憶する同僚に照会したところ、「私は臨時工として入

社し、３、４年後に正社員になった。臨時工の時の厚生年金保険記録は無

い。」と供述しており、Ａ社においては、申立期間当時、臨時工について厚

生年金保険の被保険者資格を取得させる取扱いをしていなかったことがうか

がえる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



                      

 

  

三重厚生年金 事案 1481 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年２月 13日から同年９月 21日まで 

ねんきん特別便を見ると、申立期間について、標準報酬月額は 24 万円と

なっているが、入社時から給与は 26 万円であり、当時の給与明細書もその

ようになっている。事業主が誤って届出したと思われるので、申立期間の

標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標

準報酬月額を改定又は決定し、記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事

業主が源泉徴収していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれ

ぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額

のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

申立人の所持する給与明細書から、申立人が主張するとおり、報酬月額に

見合う標準報酬月額は、社会保険事務所（当時）に届け出られた標準報酬月

額よりも高い額であることが確認できる。 

しかし、申立人が所持する申立期間に係る給与明細書に記載されている厚

生年金保険料控除額に基づく標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月

額と一致していることが確認できる。 

このほか、申立期間について、標準報酬月額に誤りがあることをうかがわ

せる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 


